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第３期スポーツ基本計画（令和４年３月２５日）

• スポーツの持つ意義や役割、効果等を明らかにするとともに、スポーツに関する基本理念を規定
• スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、すべての人々の権利であるとし、健康の保持増進や安

全の確保等の規定を整備
• プロスポーツや障害者スポーツを推進の対象とすることを明確化するとともに、国際競技大会の招致・開催、

優秀な選手の育成など、時代の変化等に対応した施策の規定を整備

スポーツ基本法(2011年制定)

スポーツ基本法の理念を具体化し、スポーツ立国実現のための具体的施策等を規定

スポーツ団体 民間事業者国民 国地方公共団体
教育機関

関係者が一体となって「スポーツ立国」実現を目指す

今後の我が国のスポーツ政策の方向性を示すもの

スポーツ基本計画

5年間の日本のスポーツの重要な指針
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⚫ 2021年の調査において、社会体育施設は45,658箇所、民間体育施設は29,821箇所（※推計値）となっており、社会体育施設は、2005年ま
で増加していたが、それ以降はわずかに減少している状況である。

⚫ その結果、国民が気軽にスポーツに親しむことができる場が減っている現状がある。

地域住民向けの 「地域おけるスポーツの場づくり」

運動・スポーツに親しめる場を取り巻く環境について
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※2021年の民間体育施設数は、都道府県別、産業省分類別、従業員規模別の母集団事業所数を反映したウェイトを用いた推計により作成 （出典）文部科学省「社会教育調査」

第３期スポーツ基本計画において…

ストック・マネジメント
（全体最適）

個別施設計画の
内容充実・着実実行

地域において誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくりの実現

「量」的充実
●学校体育施設の有効活用（開放・複合化）
●民間スポーツ施設の公共的活用
●オープンスペース等の活用
●既存施設の更なる活用（知恵と工夫）

「質」的充実
●民間活力の活用（PPP/PFIなど）
●ユニバーサルデザイン化
●安全・安心
●DX化 ●グリーン化

[目標]

「持続可能な地域スポーツ環境の確保・充実」
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⚫ 老朽化の状況は、立地環境や維持管理の状況等によって異なるが、スポーツ施
設の建築後50年以上経過する施設の割合は比較的高い水準で推移する。

出典：国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html），
スポーツ庁「スポーツ施設政策に関する調査研究報告書」よりスポーツ庁作成

※スポーツ施設についてはＨ２５時点の３０市町村のサンプリング調査
※スポーツ施設以外の施設に関する注釈は国土交通省ＨＰ参照

スポーツ施設の老朽化の状況

建築後50年以上経過する公共施設の割合

0

10

20

30

40

50

60

70

H25時点 H35時点 H45時点

道路橋

トンネル

河川管理施設

下水道管きょ

港湾岸壁

スポーツ施設

％

（R５） （R15）

約20％

約40％

約60％

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html
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６. スポーツの成長産業化

ア 国は、地方公共団体が中心となって取り組むスタジアム・アリーナ整備について、民間活力も活用し、スポーツの成

長産業化及び地域活性化を実現する基盤として着実に推進する。具体的には、目標とする 2025 年までの 20 拠

点選定に向けて地方公共団体及び民間事業者に対する専門的知見 ・国内外の先進事例情報等の提供や地域にお

ける関係者間での協議を促進するとともに、選定拠点を核にした情報集約の場を設け、拠点それぞれが蓄積した経験・

ノウハウを集約し、その展開を図る。

① 地域において、住民の誰もが気軽にスポーツに親しめる「場づくり」の実現

オ 国は、指定管理者制度の柔軟な運用や成果連動型民間委託契約方式

（ＰＦＳ/ＳＩＢ）の導入等の多様なＰＰＰ等により民間の資金・ノウ

ハウを活用したスポーツ施設の収益性や魅力を向上させる取組について、

先進事例の情報提供等により推進する。

10. スポーツの推進に不可欠な「ハード」「ソフト」「人材」

「みる」スポーツ施設

「する」スポーツ施設

https://pbs.twimg.com/media/BcyEdWfCQAEyoBb.jpg単機能型 → 多機能型
行政主導 → 民間活力導入
郊外立地 → 街なか立地
低収益性 → 収益性改善

現状 目指す姿

「スマート・ベニュー® 」
（株）日本政策投資銀行

「マインドチェンジと官民連携」

今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策
第３期スポーツ基本計画（令和４年３月２５日）

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj974XhkfnMAhVMF5QKHUrQDlcQjRwIBw&url=https://twitter.com/mihatsuikutoshi/status/417854505212854272&psig=AFQjCNG_OkVTD-PRd3niKwmEQJbQJlXEVA&ust=1464400134116065


◆新しい資本主義における新たな官民連携において…

公共の施設とサービスに民間の資金と創意工夫を最大限活用するPPP/PFIは、柱となる重要な取組

➢ PPP/PFIは、官民がそれぞれの役割を果たしながら、民間の資金や創意工夫により新たな産業の創出や雇用の拡大

がなされるなど、民間による社会的価値の創造により、社会的課題の解決に向けた取組として期待

経済財政運営と改革の基本方針2025（令和７年６月１３日）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 ２．主要分野ごとの重要課題と取組方針 （４）戦略的な社会資本整備の推進

（ＰＰＰ／ＰＦＩの推進）

公共サービスを効率的・効果的に提供するＰＰＰ／ＰＦＩについて、改定アクションプラン264に掲げる目標を着実に達成することを目指し、

ウォーターＰＰＰ等の重点分野における伴走支援体制の構築や、検討手続の効率化・検討期間の短縮化を推進する。民間企業の努力

や創意工夫により適正な利益を得られる環境の構築、分野横断型・広域型の案件形成の促進、空き家等の既存ストックを活用するスモー

ルコンセッション、地域プラットフォームを活用した官民の連携強化に取り組む。

PPP/PFI推進アクションプラン（令和７年改定版）（令和７年6月４日）

３．PPP/PFIアクションプラン推進の目標ー（２）重点分野と目標

⑤スポーツ施設（スタジアム・アリーナ等） 
令和４年度から公共施設等運営事業の活用に向けた取組を抜本的に強化し、令和８年度までに１０件の具体化を目標とする。さらに、

令和１３年度までに４０件の具体化を狙う。＜文部科学省＞

抜粋

抜粋

新たな官民連携において位置づけられる スポーツ施設（スタジアム・アリーナ等）

スポーツ施設における官民連携の政策的な位置づけ
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（出典）スタジアム・アリーナ改革ガイドブック(第2版)Ⅶ.スタジアム・アリーナ運営・管理計画検討ガイドラインP143を一部修正

指定管理
ＰＦＩ

ＢＴＯ、ＢＯＴ、
ＢＯＯ等※２

ＰＦＩ
コンセッション

公園施設の
管理許可

普通財産の
貸し付け

主 な
関係法令

地方自治法 ＰＦＩ法 ＰＦＩ法 都市公園法 地方自治法
民法、借地借家法

概 要

公の施設※１の目的を
効果的に達成するため、
民間事業者等を指定
管理者とし、公の施設
の管理を行わせることが
できる制度

公共施設等の設計、
建設、維持管理、運営
を、一括して民間事業
者にゆだねる制度

利用料金の徴収を行
う公共施設について、
施設の所有権を公共
主体が有したまま、施
設の運営権を民間事
業者に設定する制度

都市公園の施設につ
いて、公園管理者以外
が公園管理者の許可を
受けて管理することがで
きる制度（公園管理
者の許可を受けて施設
の設置から行うことも可
能）

行政財産のうち普通
財産※３について、民間
事業者等へ貸し付ける
ことができる制度（民
間事業者が地方公共
団体と定期建物賃貸
借契約を締結し管理
運営することが可能）

期 間
法令上、特に制限なし 法令上、特に制限なし 法令上、特に制限なし １回の許可の期間の

上限は１０年間
法令上、特に制限なし

主 な
事 例

（運営期間）

京都サンガスタジアム
（10年間）

太田アリーナ（５年間）

市立吹田サッカースタジアム
（48年間、負担付寄付）

袋井市総合体育館
（BTO・18年間）

北九州スタジアム
（BTO・15年間）

津山市グラスハウス
（10年間）

有明アリーナ（25年間）

愛知県新体育館
（30年間）

宮城球場
（10年間＋延長5年間）

横浜スタジアム
（40年間）

舞洲アリーナ
（10年間）

※１ 地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けられる施設。
※２ PFIには、BTO方式、BOT方式、BOO方式等のいくつかの事業方式があり、BTO方式では地方公共団体が、BOT方式及びBOO方式では民間事業者が

施設の所有者となる。BTO方式の場合は、指定管理等を併用し、SPCに運営を行わせる。
※３ 公有財産のうち特定の用途又は目的を持たないもの。

⚫ スポーツ施設においては、官民の役割分担のもと、多様なPPP/PFI手法が活用されている。

スポーツ施設に活用されている官民連携の手法



7（出典）スタジアム・アリーナ改革ガイドブック(第2版) Ⅶ.スタジアム・アリーナ運営・管理計画検討ガイドラインP144

⚫ スポーツ施設においては、官民の役割分担のもと、多様なPPP/PFI手法が活用されている。

スポーツ施設に活用されている官民連携の手法
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民間の資金・ノウハウを公共施設等に活用するＰＰＰ／ＰＦＩについて、新しい資本主義の中核とな
る「新たな官民連携」の取組として、関係省庁が連携し、一体となって関連施策を集中的に投入するとと
もに、スポーツ施設の収益性や魅力を向上させる取組を促進。

➢ 国では、PFIの中でも、特に「公共施設等運営権（コンセッション方式）」を推進

抵当権設定

融資・投資

運営権設定（＋モニタリング）

利用料金支払い運営権対価

サービス提供

関連事業を行うことで、更なる収
益を得ることもできる。

公共主体 民間事業者 住民

施設所有権 運営権

金融機関・投資家

《地方公共団体のメリット》
•運営権設定に伴う対価の取得
•民間事業者の技術力や投資ノウハウを
活かした老朽化・耐震化対策の促進
•技術職員の高齢化や減少に対応した
技術承継の円滑化
•施設所有権を有しつつ運営リスクの一
部移転

■コンセッション方式の事例

スポーツ施設におけるコンセッション方式の導入

（出典）岡山県津山市HP

○GlobeSportsDome
（旧グラスハウス）（岡山県津山市）

• RO-PFI＋コンセッション方式により、
プールを総合的なスポーツ及び健康増進
施設へ改修

○愛知県新体育館（愛知県）

（出典）愛知県HP

○等々力緑地球技専用スタジアム
（神奈川県川崎市）

（出典）神奈川県川崎市HP

• BT-PFI＋コンセッション方式により、
新たなアリーナの建設（アリーナにおいて、
日本で初めての事業手法の事例）

• RO-PFI＋コンセッション方式により、
新たなスタジアムの建設

〇この他、有明アリーナ、新秩父宮ラグビー場、新国立競技場などでコンセッション方式を導入



9

（出典）岡山県津山市HP

○Globe Sports Dome
（旧グラスハウス）（岡山県津山市）

（受注者）（株）Globe
（運営期間）2021年11月30日から
2032年３月31日（10年間）

○愛知県新体育館
（愛知県）

（出典）愛知県HP

○等々力緑地 球技専用スタジアム・
アリーナ （神奈川県川崎市）

（出典）神奈川県川崎市HP

（受注者）（株）愛知国際アリーナ
（運営期間）2025年4月1日から2055
年3月31日まで（30年間）

（受注者）Todoroki Park and Link 
（運営期間）建設次第～2053年 3 月
（約30年間）

（出典）東京都HP

○有明アリーナ
（東京都）

（受注者）（株）電通（代表企業）
（運営期間）2019年７月30日から
2046年３月31日まで（25年間）

○新秩父宮ラグビー場（独立行政法人
日本スポーツ振興センター（JSC））

（出典）JSC HP

（受注者）Scrum for 新秩父宮 
（運営機関）2028 年 3 月から2058年
３月（30年間）

（出典）JSC HP

○新国立競技場（独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター（JSC））

（受注者）国立競技場 × Social Well-
being グループ
（期間）2025年（予定）～（30年間）

○コンセッション方式で事業者募集・契約

その他、コンセッション事業に向け、自治体で検討

スポーツ施設におけるコンセッション方式の導入事例
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国における官民連携の推進に向けた取組・支援策

■スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン（令和5年12月改定）
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国における官民連携の推進に向けた取組・支援策

トップセールスの
実施

スポーツ庁長官等が各自治体を訪問し、首長等を対象に、スタジアム・アリーナ等における
PPP/PFIの推進に関してトップセールスを実施。

神奈川県川崎市

スポーツ施設における官民連携の
取組事例を紹介。
※スポーツ庁HP「地域の身近なスポーツの場づくり」セミナーにて、

過年度の登壇事例資料を掲載。

事例紹介 オンラインセミナー

担当レベルでの意見交換

関係省庁との連携・つなぎ

相談窓口の設置

担当者レベルでの対面またはオンラインで意見交換の実
施。事例等の紹介や検討状況等を踏まえた相談など。

内閣府、国土交通省、経済産業省、総務省等と連携
を図り、情報を共有するとともに、地方公共団体と関係
省庁とのつなぎ役を担う。

地方公共団体や民間事業者（スポーツ団体）等
からのご質問やご相談に対応。

静岡県静岡市

⚫ スポーツ施設における官民連携を推進するため、各自
治体へ国の政策の説明や事例紹介等を実施

⚫ 関係省庁と連携し、各自治体での取組を後押しするた
めの伴走型の支援を推進

✓ 地域経済の活性化や地域課題の解決に貢献する役割を有
したスポーツ施設を検討している地域

✓ 民間の資金・ノウハウを活用したPFI･コンセッション
等によるスポーツ施設の整備を検討している地域

を対象として、

官民連携の推進に向けた取組・支援策
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国における官民連携の推進に向けた取組・支援策

⚫ スポーツ施設等において、PPP/PFI事業を取り組む際の、事業構想段階に必要な情報を一覧化。

⚫ 支援策は、「構想・計画」、「設計・建設」、「管理・運用」それぞれの段階で利用可能な制度について、網羅的に掲載。

○ 文 部 科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ ト ッ プ  > 教 育  > 学 校 等 の 施 設 整 備  > 文 教 施 設 に お け る PPP ／ PFI の 推 進 

https://www.mext.go.jp/content/20240221-mxt_sisetuki-000024844_001.pdf

■スポーツ施設の官民連携（コンセッション等）推進のための施策集

官民連携の推進に向けた取組・支援策
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スポーツ施設の官民連携（コンセッション等）推進のための具体施策

※上記は2024年２月改定版の内容となります。

○文部科学省ホームページトップ > 教育 > 学校等の施設整備 > 
文教施設におけるPPP／PFIの推進 
https://www.mext.go.jp/content/20240221-
mxt_sisetuki-000024844_001.pdf
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【参考】多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ選定先一覧

●

●
愛媛県
● 今治里山スタジアム
（令和2年度選定・ Ⅱ）
（今治市）

●

●

兵庫県
●ノエビアスタジアム神戸(令和2年
度選定・ Ⅲ)（神戸市）
● GLION ARENA KOBE（令
和7年度選定・ Ⅲ）（神戸市）

●

神奈川県
●横浜BUNTAI＋横浜武道館
（横浜文化体育館）（令和2年度
選定・ Ⅱ）（横浜市）
●川崎新アリーナ（仮称）（令和5
年度選定・ Ⅱ）（川崎市）
●等々力緑地 球技専用スタジアム、
新等々力アリーナ（令和5年度選

定・ Ⅱ）（川崎市）

●

青森県
●FLATHACHINOHE
(令和2年度選定・ Ⅲ)
(八戸市)

佐賀県
● SAGAアリーナ
（令和2年度選定・ 
Ⅱ）（佐賀市）

●

●

大阪府
●ヨドコウ桜スタジアム(令和2
年度選定・Ⅱ)（大阪市）
●大阪花園ラグビー場(令和2
年度選定・Ⅲ)（東大阪市）

北海道
● ES CON FIELD 
HOKKAIDO(令和2年度
選定・Ⅱ)（北広島市）

●
●

●

福岡県
●ミクニワールドスタジアム北
九州（令和2年度選定・ 
Ⅲ）（北九州市）

愛知県
●三河安城交流拠点（令和7
年度選定・ Ⅱ）（安城市）
●愛知国際アリーナ
（愛知県新体育館）（令和3
年度選定・ Ⅱ）（名古屋市）

Ⅱ．設計・建設段階（14件）
Ⅲ．運営・管理段階（7件）

●●

京都府
●サンガスタジアム(令
和3年度選定・ Ⅲ)
（亀岡市）

東京都
●TOKYO A-ARENA
（仮称）（令和4年度

選定・ Ⅱ）（江東区）
●

●

●

沖縄県
●沖縄アリーナ（令
和4年度選定・ Ⅲ）
（沖縄市）

長崎県
●長崎スタジアムシ
ティプロジェクト(令和
5年度選定・ Ⅱ)
（長崎市）

群馬県
●オープンハウスアリーナ
太田（太田市総合体
育館）（令和4年度選
定・ Ⅱ）（太田市）

広島県
●エディオンピースウイング広島（広
島市）（令和６年度選定・Ⅱ）

●

富山県
●富山市総合体育館（富山市）
（令和６年度選定・Ⅱ）

●
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【お問い合わせ先】

＜スポーツ施設全般、地方自治体の方＞

 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付 施設企画係
 TEL：03-5253-4111（内線3773）／ Mail：stiiki@mext.go.jp

＜スタジアム・アリーナ、クラブチーム等の方＞

スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）付 産業連携係
 TEL：03-5253-4111（内線4987）／ Mail：sminkan@mext.go.jp

スポーツ庁（japansportsagency） スポーツ庁（@sports_JSA）

スポーツ庁が発信するさまざまな情報にご注目ください。
FacebookやTwitterで「スポーツ庁」を検索！

ご清聴ありがとうございました
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